
令和５年度 就業支援基礎研修のご案内  

 徳島障害者職業センターでは、福祉、医療等の機関において障害者の就業支援を担

当している（職業リハビリテーションに関する基礎的な知識を必要としている）方を

対象として、障害者の就業支援に必要な基本的知識・技術等を修得していただくため

の「就業支援基礎研修」を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。  

○ 開催日 ：令和５年６月１９日（月）、２０日（火）、２１日（水）  

○ 場所 ：ハローワーク徳島 ３階 会議室（徳島市出来島本町１－５）  

○ 時間・講義内容： 別添「令和５年度 就業支援基礎研修 日程表」 

          をご参照ください。 

≪お申し込み・お問い合わせ先≫ 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 徳島支部 徳島障害者職業センター 
 

 〒770-0823 徳島市出来島本町1-5 ４階 （担当：大﨑・前田） 

 ＴＥＬ： 088-611-8111 

 Ｅｍａｉｌ：tokushima-ctr@jeed.go.jp                     

○受講料：無料  
 

○申込みの締切：令和５年５月２２日（月） 
 

○申込方法：受講申込書を当センターホームページからダウンロードしていただき、 

 必要事項を入力の上、郵送又は電子メール（tokushima-ctr@jeed.go.jp）でお申 

 込みください。 
 ＊電子メールでお申込みの場合、メール受信後３営業日を目途に、受信確認のメールを送 

  付します。お申込みから４営業日を過ぎても受信確認のメールが届かない場合は、お電 

  話でお問い合わせください。  
 

○受講決定の通知：５月中を目途に、郵送又は電子メールにて、法人又は施設の代表 

         者あて、受講決定の通知を送付します。 
 

○定員：２0名程度 
 ・就労支援関係研修修了加算を勘案し、就労移行支援事業所からのお申込みを優先させて 

  いただきます。 

 ・同一機関からのお申込みは、１名までとさせていただきます。 

 ・定員になり次第、お申込みを締め切らせていただきます。 

＊この研修は、「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要す 

 る費用の額の算定に関する基準」の就労支援関係研修修了加算における「厚生労働大臣が定める研修」に 

 該当します。なお、就労支援関係研修修了加算の適用に必要な「研修修了証明書」の発行には、上記のす 

 べての科目を受講することが必要になります。（「研修修了証明書」は、就労移行支援事業者からの請求 

 に基づき発行します。）  


